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児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を提供する事業所は、おおむね１年に１回以上、自己評価及び事業所を利用する障
害児の保護者による評価により質の評価を行うとともに、改善を図ること。改善結果等についてはインターネット等により広く公表すること。その公
表内容等については、公表後速やかに岡山市事業者指導課へ報告すること。新規開設の事業所については、指定日から起算して１２か月以内に、
一連の作業並びに報告を行うこと。

児童発達支援・放課後等デイサービスの質の評価、改善の内容及び
公表方法に係る届出書
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000007723.html （ID 7723）○岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例平成２４年１２月１９日市条例第７９号

（指定児童発達支援の取扱方針）

第２６条 指定児童発達支援事業者は，第２７条第１項に規定する児童発達支援計画に基づき，障害児の心身の状況等に応じて，その者の支援を適切に行うとともに，
指定児童発達支援の提供が漫然

２ 指定児童発達支援事業者は，障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するため
の配慮をしなければならない。
かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

３ 指定児童発達支援事業所の従業者は，指定児童発達支援の提供に当たっては，懇切丁寧を旨とし，通所給付決定保護者及び障害児に対し，支援上必要な事項に
ついて，理解しやすいように説明を行わなければならない。

４ 指定児童発達支援事業者は，障害児の適性，障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援（治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同
じ。）の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から，指定児童発達支援の提供に当たっては，心身の健康等に
関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。
５ 指定児童発達支援事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定児童発達支援の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。

６ 指定児童発達支援事業者は，前項の規定により，その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては，次に掲げる事項について，指定児童発
達支援事業所の従事者による評価を受けた上で，自ら評価（以下この条において「自己評価」という。）を行うとともに，当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児
の通所給付決定保護者（以下この条において「保護者」という。）による評価（以下この条において「保護者評価」という。）を受けて，その改善を図らなければならない。
（１） 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向，障害児の適性，障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整
備の状況
（２） 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況
（３） 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況
（４） 関係機関及び地域との連携，交流等の取組の状況
（５） 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供，助言その他の援助の実施状況
（６） 緊急時等における対応方法及び非常災害対策
（７） 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況

７ 指定児童発達支援事業者は，おおむね１年に１回以上，自己評価及び保護者評価並びに前項に規定する改善の内容を，保護者に示すとともに，インターネットの利
用その他の方法により公表しなければならない。

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
（平成 24 年３月 30 日障発 0330 第 16 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）
(８) 質の評価及び改善の内容を公表していない場合の所定単位数の算定について
①対象となる支援
児童発達支援、放課後等デイサービス、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援
②算定される単位数
所定単位数の 100 分の 85 とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の 100 分
の 85 となるものではないことに留意すること。
③質の評価及び改善の内容（以下「自己評価結果等」という。）
未公表減算については、指定通所基準等の規定に基づき、おおむね１年に１回以上、自己評価及び事業所を利用する障害児の保護者による評価
が行われ、その結果等の公表が適切に行われていない場合に、通所報酬告示の規定に基づき、障害児通所給付費等を減算することとしていると
ころであるが、これは事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を受け、その結果を事業運営に反映させて、常に質の改
善を図るためのものであり、事業所は指定通所基準の規定を遵守しなければならないものとする。
④公表方法については、インターネットの利用その他の方法により広く公表するものであることとし、その公表方法及び公表内容を都道府県に届け
出ることとする。
⑤当該減算については、自己評価結果等の公表が都道府県に届出がされていない場合に減算することとなる。具体的には、届出がされていない
月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算するものであること。
⑥都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検
討するものとする。

令和6年4月以降は様式変更予定

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000007723.html


令和5年4月施行省令改正

64

岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

Ａ【人員等専従規定の緩和】
第５条に次の１項を加える。

９ 第１項の規定にかかわらず，保育所若しくは家庭的保育事業所等（岡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年市条例第１２１号）第
２条に規定する家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。）をいう。以下同じ。）に入所し，又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発
達支援事業所に入所している障害児を交流させるときは，障害児の支援に支障がない場合に限り，障害児の支援に直接従事する従業者については，これら児童への保育に
併せて従事させることができる。
第６条に次の１項を加える。

９ 前項の規定にかかわらず，保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し，又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に入所している
障害児を交流させるときは，障害児の支援に支障がない場合に限り，障害児の支援に直接従事する従業者については，これら児童への保育に併せて従事させることができ
る。

Ｂ【安全計画の策定等】 ID:46279

（安全計画の策定等）

第４０条の２ 指定児童発達支援事業者は，障害児の安全の確保を図るため，指定児童発達支援事業所ごとに，当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検，従業者，
障害児等に対する事業所外での活動，取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導，従業者の研修及び訓練その他指
定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し，当該安全計画に従い必要な措置を講じなければなら
ない。
２ 指定児童発達支援事業者は，従業者に対し，安全計画について周知するとともに，前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定児童発達支援事業者は，障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう，保護者に対し，安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければなら
ない。
４ 指定児童発達支援事業者は，定期的に安全計画の見直しを行い，必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

Ｄ【自動車を運行する場合の所在確認】
（自動車を運行する場合の所在の確認）

第４０条の３ 指定児童発達支援事業者は，障害児の事業所外での活動，取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは，障害児の乗車及
び降車の際に，点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により，障害児の所在を確認しなければならない。

Ｅ【送迎用自動車のブザー等装備】

２ 指定児童発達支援事業者は，障害児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有
しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは，当該自動車にブザーその
他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え，これを用いて前項に定める所在の確認（障害児の降車の際に限る。）を行わなければならない。



安全計画の策定等の義務化

○ 障害児の安全の確保を図るため、事業所ごとに、設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、

取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全計画に関する指導、従業者の研修及び訓練その他事業所

における安全に関する事項についての計画を策定し、安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

令和６年４月１日から義務化されます。

R6.4.1義務化

① 安全計画の策定の義務化

○ 安全計画を策定し、必要な措置を講じなければならない。

ID:46279

●障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意

事項等について

② 従業者周知、定期的な研修・訓練の実施の義務化

○ 従業者に対して安全計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練の定期的な実施が

義務化されます。

○ 研修の実施内容について記録してください。

○ 訓練の実施内容について記録してください。

➃ 安全計画の定期的な見直し

○ 安全計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更

してください。
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③ 保護者への周知の義務化

○ 障害児の安全に関して保護者と連携が図られるよう、保護者

に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければ

ならない。

http://2.bp.blogspot.com/-fypO2KLmFOk/UZSs38pknYI/AAAAAAAAS_c/LEtjCXa9N5Y/s800/business_kaigi.png
http://2.bp.blogspot.com/-fypO2KLmFOk/UZSs38pknYI/AAAAAAAAS_c/LEtjCXa9N5Y/s800/business_kaigi.png
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事務連絡
令和 ５年 ７月 ４ 日

各障害児支援主管部（局）御中
こども家庭庁支援局障害児支援課

障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について

第 208 回国会で可決・成立した児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 66 号）において、都道府県等が条例で定めることとされている児童福祉施設等
の運営に関する基準のうち、「児童の安全の確保」に関するものについては、国が定める基準に従わなければならないこととする改正が行われました。また、令和４年９月
には、静岡県牧之原市において、認定こども園の送迎バスに置き去りにされたこどもが亡くなるという大変痛ましい事案も発生しております。
こうした中、上記改正を受け、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第 159 号）」において、障害児通所支援事
業所、障害児入所施設等（以下「事業所等」という。）については、令和５年４月１日より安全に関する事項についての計画（以下「安全計画」という。）を各事業所等におい
て策定すること（令和５年４月１日から１年間は努力義務とし、令和６年４月１日から義務化）とされたところです①。
事業所等における安全の確保に関する取組については、既に児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン等において示しているところですが、今般、
安全計画を各事業所等に策定いただくに当たり、既存の取組を踏まえた留意事項等を以下のとおり整理していますので、各都道府県・指定都市・中核市の担当部局にお
かれては、当該内容を十分御了知の上、貴管内の事業所等に対して遺漏なく周知していただくようお願いします。
①児童発達支援センター等の児童福祉施設に対し、安全計画の策定を義務付けている児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号）第６
条の３の規定については、同令第１条第１項第３号の規定により、都道府県等が条例を定めるに当たって従うべき基準となっている。

記
【新省令に基づく安全計画策定の規定内容について】
○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第 159 号）の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関
する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号。以下「設備運営基準」という。）、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 24 年厚
生労働省令第 15 号。以下「通所支援基準」という。）及び児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 24 年厚生労働省令第
16 号。以下「入所施設基準」という。）に基づき全ての事業所等は、令和５年４月より当該事業所等を利用する児童の安全を確保するための取組を計画的に実施するため
の計画を策定しなければならない。（設備運営基準第６条の３第１項、通所支援基準第 40 条の２第１項、入所施設基準第 37 条の２第１項）
○安全計画では、事業所等の設備の安全点検の実施に関すること、従業者や児童に対し、事業所内での支援時はもちろん、散歩等の事業所外活動時や、事業所等が
車両による送迎を実施している場合における車両での運行時など事業所外での活動、取組等においても、安全確保ができるために行う指導に関すること、安全確保に係
る取組等を確実に行うための従業者への研修や訓練に関することなどを計画的に行うためのものであることが求められる。（設備運営基準第６条の３第１項、通所支援基
準第 40 条の２第１項、入所施設基準第 37条の２第１項）
○策定した安全計画について、管理者など事業所等の運営を管理すべき立場にある者（以下「管理者等」という。）は、実際に児童に支援を提供する従業者に周知すると
ともに、研修や訓練を定期的に実施しなければならない。（設備運営基準第６条の３第２項、通所支援基準第 40 条の２第２項、入所施設基準第 37 条の２第２項）
○管理者等は、利用する児童の保護者等に対し、家庭での安全教育の実施等を促すなど児童の安全に関する連携を図るため、事業所での安全計画に基づく取組の内
容等を通所開始時等の機会において説明を行うなどにより周知しなければならない。（設備運営基準第６条の３第３項、通所支援基準第 40 条の２第３項）
○管理者等は、PDCA サイクルの観点から、定期的に安全計画の見直しを行うとともに、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。（設備運営基準第６条の３第４
項、通所支援基準第 40 条の２第４項、入所施設基準第 37 条の２第３項）

障害児通所支援事業所等における安全計画の策定についてR6.4.1義務化

事務連絡 岡山市ホームページ掲載箇所 ＩＤ 46279
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【安全計画の策定について】
○事業所等は、安全確保に関する取組を計画的に実施するため、各年度において、当該年度が始まる前に、事業所の設備等の安全点検や、事業所外での活動等を含
む事業所等での活動、取組等における従業者や児童に対する安全確保のための指導、従業者への各種訓練や研修等の児童の安全確保に関する取組についての年間
スケジュール（安全計画）を定めること。（具体的な安全計画のイメージについては、「事業所安全計画例」別添資料３などを参考の上で作成すること）
○安全計画の作成に当たっては、「いつ、何をなすべきか」を「事業所等が行う児童の安全確保に関する取組と実施時期例」別添資料４などを参考に整理し、必要な取組
を安全計画に盛り込むことすること。
○以上の一連の対応を実施することをもって事業所等における安全計画の策定を行ったこととすること。
【児童の安全確保に関する取組について】
○児童の安全確保のために行うべき取組については、児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン、障害児入所施設運営指針、マニュアル（バス送迎
の安全管理マニュアル➁）等に基づき取組が既になされていることが想定されるものや、学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）の規定に基づく安全計画（以下「学校
安全計画」という。）の策定など幼稚園の取組内容等を踏まえ、以下のようなものが考えられる。
なお、当該内容は例示であって、地域や各事業所等の特性に応じ、独自に取り組む安全対策等を行うことを否定するものではない点に留意されたい。
①安全点検について
（１）事業所・設備の安全点検
・ 事業所等の設備等（備品、遊具等や防火設備、避難経路等）定期的③に、文書として記録➃した上で、改善すべき点を改善すること
・ 点検先は事業所内のみならず、散歩コースや公園など定期的に利用する場所も含むこと
➁ こどものバス送迎・安全管理マニュアル（令和４年 10 月）
③学校安全計画は毎学期１回以上（年に３回目途）とされている
➃事故防止等マニュアルでは年齢別のチェックリストの作成が奨励されている
（２）マニュアルの策定・共有
・ 通常支援時において、児童の動きを常に把握するための役割分担を構築すること
・ リスクが高い場面（午睡、食事、プール・水遊び、事業所外活動、バス送迎）での従業者が気をつけるべき点、役割分担を明確にすること
・ 緊急的な対応が必要な場面（災害、不審者の侵入、火事（119 番通報））を想定した役割分担の整理と掲示、保護者等への連絡手段の構築、地域や関係機関との協力
体制の構築などを行うこと
・ これらをマニュアルにより可視化して常勤職員だけでなく非常勤職員、補助者も含め、事業所等の全従業者に共有すること
②児童・保護者への安全指導等
（１）児童への安全指導
・ 児童の発達や能力に応じた方法で、児童自身が事業所等の生活における安全や危険を認識すること、災害や事故発生時の約束事や行動の仕方について理解させるよ
う努めること
・ 地域の関係機関と連携し、交通安全について学ぶ機会を設けること
（２）保護者への説明・共有
・ 保護者自身が安全に係るルール・マナーを遵守することや、バスや自転車通所の保護者には、交通安全・不審者対応について児童が通所時に確認できる機会を設けて
もらうことなど児童が家庭で安全を学ぶ機会を確保するよう依頼すること
・ 保護者に対し、安全計画及び事業所等が行う安全に関する取組の内容を説明・共有すること
・ また、児童の安全の確保に関して、保護者との円滑な連携が図られるよう、安全計画及び事業所等が行う安全に関する取組の内容について、公表しておくことが望まし
いこと

障害児通所支援事業所等における安全計画の策定についてR6.4.1義務化

事務連絡 岡山市ホームページ掲載箇所 ＩＤ 46279
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障害児通所支援事業所等における安全計画の策定についてR6.4.1義務化

事務連絡 岡山市ホームページ掲載箇所 ＩＤ 46279

③実践的な訓練や研修の実施
・ 避難訓練は、地震・火災だけでなく、地域特性に応じた様々な災害を想定して行うこと。
・ 救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、AED・エピペンRの使用等）の実技講習を定期的に受け、事業所内でも訓練を行うこと
・ 不審者の侵入を想定した実践的な訓練や 119 番の通報訓練を行うこと
・ 自治体が行う研修・訓練やオンラインで共有されている事故予防に資する研修動画などを活用した研修を含め、研修や訓練は常勤職員だけでなく非常勤職員も含め、
事業所等の全従業者が受講すること
④再発防止の徹底
・ ヒヤリ・ハット事例の収集及び要因の分析を行い、必要な対策を講じること
・ 事故が発生した場合、原因等を分析し、再発防止策を講じるとともに、①（１）の点検実施箇所や①（２）のマニュアルに反映した上で、従業者間の共有を図ること
【安全確保に関する取組を行うに当たっての留意事項】
○ リスクの高い場面（午睡、食事、プール・水遊び、事業所外活動、車両送迎等）での対応を含む事業所内外での事故を防止するための、従業者の役割分担等を定める
マニュアルや、緊急的な対応が必要な場面（災害、不審者侵入等）時における従業者の役割分担や保護者への連絡手段等を定めるマニュアルの策定が不十分である場
合は、速やかに策定・見直しを行うこと
○事業所内活動時はもちろん、散歩などの事業所外活動時においては特に、常に児童の行動の把握に努め、従業者間の役割分担を確認し、見失うことなどがないよう
留意すること
その際、保育所等での児童の見落とし等の発生防止に関して発出されている事務連絡のうち、「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項」別添資料
５や「園児の見落とし等の防止に関する各自治体の取組例や実例を踏まえた留意事項」別添資料６が参考となるので、参照すること
〇児童を取り巻く多様な危険を的確に捉え、その発達の段階や地域特性に応じた取組を継続的に着実に実施する必要があること。例えば、災害については、地震、風
水害、火災に留まらず、土砂災害、津波、火山活動による災害、原子力災害などを含め、地域の実情に応じて適切な対応に努められたいこと
○事業所等において、車両による送迎を実施している場合についても、事業所等が実施し、提供するサービスである以上は、支援提供時間外であるとしても、常に児童
の行動の把握に努め、従業者間の役割分担を確認し、児童の見落としなどがないよう対応が必要であること
このため、前述のバス送迎の安全管理マニュアルについて、既にある事業所等のマニュアルに追加して使用する、マニュアルを見直す際に参考にするなど、各事業所

等での取組の補助資料として活用し、車両送迎の安全管理を徹底すること
また、令和５年４月より、事業所等において、①降車時等に点呼等により児童の所在を確認すること、②送迎用車両への安全装置の装備（②については児童発達支援
事業所、児童発達支援センター、放課後等デイサービス事業所を対象とする）を義務づけており、別途示している内容に沿って引き続き適切に対応すること別添資料７
（第三留意事項の２及び３を参考）
○都道府県、指定都市、中核市は、新省令の規定に基づき事業所等が安全計画を策定し、当該計画に基づく安全確保のための取組を行っているかを指導・監査する必
要があるが、当該指導・監査は、「指定障害児通所支援事業者の指導監査について」（平成 26 年障発 0328 第４号厚生労働省社会・援護局障害保健副支部長通知）の
別添１「指定障害児通所支援等事業者等指導指針」における（別紙）「主眼事項及び着眼点等」の着眼点の欄中の「（１）指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確
保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた児
童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項につい
ての計画（以下「安全計画という。」を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じているか。」の規定に基づき実施すること。
別添資料１児童福祉法関連参照条文 別添資料２学校保健安全法関連参照条文
別添資料３事業所等安全計画例 別添資料４事業所等が行う児童の安全確保に関する取組と実施時期例
別添資料５保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項
別添資料６園児の見落とし等の防止に関する各自治体の取組例や実例を踏まえた留意事項
別添資料７児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について（通知）
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令和5年4月施行省令改正
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「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」（国土交通省URL）
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000433.html

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000433.html


令和5年4月施行省令改正
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【障害児】令和5年4月施行省令改正 省令改正 関係通知 https://www.city.okayama.jp/0000046279.html

https://www.city.okayama.jp/0000046279.html


令和３年４月改正 実施チェックシート
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項目 条例 内容 解釈通知 チェック欄

業務継続計画の策定等 条例第38条の2第
1項

計画の策定 計画を策定すること □

業務継続計画の策定等 条例第38条の2第
2項

研修 年1回以上、新規採用時 □
業務継続計画の策定等 条例第38条の2第

2項
訓練（シュミレーション） 年1回以上 □

業務継続計画の策定等 条例第38条の2第
3項

定期的な計画の見直し 必要に応じて □
衛生管理 条例第41条第2項

第1号
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策
を検討する委員会

おおむね3月に1回以上 □
衛生管理 条例第41条第2項

第2号
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 指針を整備すること □

衛生管理 条例第41年第2項
第3号

研修 年2回以上、新規採用時 □
衛生管理 条例第41年第2項

第3号
訓練（シュミレーション） 年2回以上 □

身体拘束等の禁止 条例第44条第3項
第1号

身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会 少なくとも1年に1回 □
身体拘束等の禁止 条例第44条第3項

第2号
身体拘束等の適正化のための指針 指針を整備すること □

身体拘束等の禁止 条例第44条第3項
第3号

研修 年1回以上、新規採用時 □
虐待等の禁止 条例第45条第2項

第1号
虐待の防止のための対策を検討する委員会 少なくとも1年に1回 □

虐待等の禁止 条例第45条第2項
第2号

研修 年1回以上、新規採用時 □
虐待等の禁止 条例第45条第2項

第3号
虐待防止のための担当者を置くこと 児童発達支援管理責任者等を配置するこ

と □

令和5年4月改定 安全計画策定、研修、訓練、保護者に対し安全計画に基づく取組の内容等について周知、定期的な安全計画の見直し □



身体拘束廃止 業務継続計画 虐待防止措置 チェックシート
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★実施している項目に☑してください。

チェック欄

1 □

2 □

3 □

4 □

※未実施の項目が１つでもある場合は、減算適用となり体制届

の提出が必要です。

※未実施状態の項目については、早急に改善してください。

※すべての項目を実施している場合の届出は不要です。

身体拘束廃止チェックシート

チェック項目

（身体拘束等の廃止・適正化対策措置）

やむを得ず身体拘束等を行う場合※には、その態様及び時

間、その際の利用者（利用児）の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由その他必要案な事項を記録しているか。

※身体拘束等を行っていない場合には、チェック欄に☑し

てください。

身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期

的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹

底を図っているか。（年に１回以上）

従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施しているか。（年１回以上）

身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。

令和４年度から義務化された身体拘束等の廃止・適正化対

策措置を未実施の障害福祉サービス等事業所について、令

和５年度から「身体拘束廃止未実施減算」の対象となり、

令和６年度からは減算適用について体制の届出が必要とな

ります。

本シートにより、令和６年３月３１日までに全ての項目

★実施している項目に☑してください。

チェック欄

1 □

2 □

3 □

※令和７年３月３１日までの間は、３の①及び②を行っている場合には、

減算が適用されません。

※未実施状態の項目については、早急に改善してください。

※１及び２（若しくは３の①及び②）の項目を実施している場合の届出

は、不要です。

業務継続計画の策定チェックシート

チェック項目

（虐待防止措置）

感染症や非常災害の発生時において、利用者（利用児）に

対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続

計画）を策定しているか。

次の①及び②のいずれも行っているか。（令和７年３月３

１日までの間の経過措置）

①感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備

②非常災害に関する具体的計画の策定

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。

令和６年度から義務化される業務継続計画が未策定の障害

福祉サービス等事業所については、令和６年度から「業務

継続計画未策定減算」の対象（一部経過措置が適用）とな

ります。本シートにより、令和６年３月３１日までに次の

項目が実施できていることを必ず確認しておいてください。

ただし、訪問・相談系のサービスについては、令和７年

３月３１日までの間に限り、減算を適用しない経過措置が

設けられています。 ★実施している項目に☑してください。

チェック欄

1 □

2 □

3 □

※未実施の項目が１つでもある場合は、減算適用となり体制届

の提出が必要です。

※未実施状態の項目については、早急に改善してください。

※すべての項目を実施している場合の届出は不要です。

虐待防止措置チェックシート

虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて従業者に周知徹底を図っているか。（年に１回以

上）

チェック項目

（虐待防止措置）

１と２を適切に実施するための責任者を置いているか。

従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施して

いるか。（年に１回以上）

令和４年度から義務化された虐待防止措置を未実施の障害

福祉サービス等事業所については、令和６年度から「虐待

防止措置未実施減算」の対象となります。本シートにより、

令和６年３月３１日までに全ての項目が実施できているこ

とを必ず確認しておいてください。



運営実地指導における主な指摘事項
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指導項目
（標題）

改善を要する事項に係る事例等
（誤った取扱い事例等）

事業者として対応が求められる内容
（適正な取扱い等）

根拠条文等

1 従業者の員数 利用障害児１１人を受け入れていたが、従業
者の配置は２名のままであったため、人員欠
如となっていた。

障害児の数は実利用者の数が１０人を超えるものは、２に、障害
児の数が１０を超えて５又はその端数を増すごとに１を加えて得
た数以上の従業者を配置すること

基準条例第６条

2 個別支援計画
の作成等

個別支援計画の作成が適正に行われていな
い

・児童発達支援管理責任者以外の者が個別
支援計画を作成していた。

・アセスメントが、通所支援計画の原案の作
成前に行われていない。

・通所支援計画の作成の際に、担当者会議
を開催していない。

・通所支援計画の作成後、６か月ごとの計画
の見直しが行われていない。

個別支援計画を適正に行うこと。

・管理者は、児童発達支援管理責任者に個別支援計画の作成
に関する業務を担当させること。

・児童発達支援管理責任者は、アセスメントに基づき、通所支援
計画の原案の作成すること。

・サービス提供に当たる担当者を招集して行う会議を開催し、そ
の原案について意見を求めること。

・計画の実施状況の把握を行うとともに、少なくとも６か月に１回
以上計画の見直しを行うこと。

基準条例第27
条

3 児童指導員等
加配加算
専門的支援加
算

給付費の算定に必要となる従業者の員数が
配置されていないにもかかわらず、児童指導
員等加配加算を算定していた。

従業員の員数が不足している場合は、児童指導員加配加算・専
門的支援加算の算定出来ない。

また、加算が算定できなくなった場合や加配職員に異動が生じた
場合は、速やかに体制届を提出すること。

報酬告示別表
第1の1注8注9

報酬告示別表
第3の1の注7注
8

4 事業所内相談
支援加算

事業所内相談支援加算に係る利用児童及び
その家族等に対する相談援助が，個別支援
計画に位置付けられていなかった

当該加算に係る相談援助を個別支援計画に位置付けた上で，あ
らかじめ通所給付決定保護者の同意を得ること。また，相談援助
を行った場合は，日時，対応者，内容に関する記録を行うこと。

報酬告示別表
第1の2の2

報酬告示別表
第3の2の2

5 福祉・介護職員
処遇改善加算

書面により従業者へ周知を行うと計画されて
いたが、その書面がなく、周知されているか
どうかが確認できなかった。

福祉・介護職員処遇改善加算の算定に当たっては、賃金改善に
関する計画、当該計画に係る実施方法その他の処遇改善の計
画等を記載した福祉・介護職員処遇改善計画書を作成し、全て
の職員に周知すること。また、その周知資料等を保存すること。

報酬告示別表
第3の11ほか
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厚生労働省 報酬算定構造・サービスコード表等 令和６年４月施行分
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174644_00018.html

(実績記録票（記載例） 障害福祉サービス費等の報酬算定構造等（厚生労働省ホームページに掲載され
ている体制状況一覧表は使用しないでください。岡山市ホームページに掲載の様式を提出してください。

業務管理体制整備

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000007867.html

ID:7867

随時訪問の実施について
市担当者が、事業所の運営状況の確認等のため、随時（事前予告なし）で事業所を訪問することがあります。
事業所内を見学させていただくので、やむを得ない理由により対応できない場合を除きご協力をお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174644_00018.html
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000007867.html
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事務連絡
令和５年３月30 日

各障害児支援主管部（局）御中
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課障害児・発達障害者支援室

障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて

障害保健福祉行政の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、報酬告示（※１）において、指定基準（※２）上必要な従業者の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合、児童指導員等加
配加算を算定できることとされております。
今般、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が、会計検査院の検査により確認されました。その理由とし
て、児童指導員等加配加算の要件の理解が十分ではないことなどが挙げられており、会計検査院より、児童指導員等加配加算の要件の周知徹底や、児童発達支援管理責任者の配置についての記載欄を設けた加算届の
様式を示すこと等について指摘があったところです（指摘事項の詳細は別紙１のとおり）。
つきましては、障害児通所支援における児童指導員等加配加算の要件に関するQ＆A を別紙２のとおり整理し、お示ししますので、内容について御了知いただくとともに、都道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設
置市におかれては、
○別紙２について、ホームページへの掲載や、事業所の指定・更新申請の機会又は事業所への集団指導等の機会を捉え、管内の児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所（以下「事業所」という。）に対して
継続的に周知すること
○児童指導員等加配加算の届出様式について、別添のとおり、児童発達支援管理責任者の員数を記載することとしたので、事業所に周知することをお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法（昭和22 年法律第67 号）第245 条の４第１項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。
（※１）児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成24 年厚生労働省告示第122 号）
（※２）児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24 年厚生労働省令第15号）

（別紙１）
会計検査院検査による指摘事項（詳細）
○ 11 都県及び20 市区における、438 事業者の児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所（合計537 事業所）における児童指導員等加配加算の算定状況等を検査したところ、96 事業者の119 事業所におい
て、障害児通所給付費の算定に当たり、児童発達支援管理責任者が配置されていない期間であるにもかかわらず、児童指導員等加配加算として所定の単位数が加算されていた。
○児童発達支援管理責任者が配置されていない期間に児童指導員等加配加算が算定されていた理由として以下の理由が挙げられた。
①児童指導員等加配加算の要件の理解が十分でなかったことから、児童発達支援管理責任者は算定基準等における児童指導員等加配加算の算定に必要な従業者には含まれないと考えていたため、児童発達支援管理
責任者を配置していない期間でも児童指導員等を所定の人数に加えて配置していれば、児童指導員等加配加算を算定できると誤解していたため。
②加算届の様式には児童発達支援管理責任者の配置状況についての記載欄がないため、児童発達支援管理責任者を配置していない期間でも児童指導員等加配加算を算定できると誤解していたため。
③児童指導員等加配加算の要件については理解していたものの、児童指導員等加配加算を算定するに当たっての事業所における児童発達支援管理責任者の配置状況の確認が十分でなかったため。
○厚生労働省において、障害児通所給付費の算定等が適正に行われるよう、次のとおり、是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求める。
①返還手続が未済の事業所に対して、過大に算定されていた障害児通所給付費の返還手続を行わせること。
②都道府県等に対して、Q＆A 等に記載するなどの方法により児童指導員等加配加算の要件について周知徹底するとともに、児童発達支援管理責任者の配置についての記載欄を設けた加算届の様式を示すなどした上
で、児童指導員等加配加算の算定に必要となる従業者を確認する際に事業所における児童発達支援管理責任者の配置状況を確認するよう周知すること。
③事業者に対して、都道府県等を通じるなどして、児童指導員等加配加算の要件について周知徹底するとともに、児童指導員等加配加算の算定に必要となる従業者を確認する際に事業所における児童発達支援管理責
任者の配置状況を確認するよう周知すること。

（別紙２）
障害児通所支援における児童指導員等加配加算の要件に関するQ＆A

問１児童指導員等加配加算は、児童発達支援給付費又は放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、理学療法士・児童指導員等を常勤換算で１以上配置することが要件とされているが、「算
定に必要となる従業者」とは、10:2等の割合で配置する必要がある児童指導員又は保育士のみを指すのか。或いは、管理者や児童発達支援管理責任者等を含めた、全ての職種を指すと考えるのか。
（答）
○指定基準に定める全ての職種を指したものである。よって、児童指導員又は保育士が、指定基準で置くこととしている員数＋１名の配置がされていても、児童発達支援管理責任者に欠如が生じている等の場合は、本加
算を算定することはできない。
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問２児童指導員等加配加算を算定する上で、児童発達支援管理責任者が欠如していないことも要件になるとのことだが、児童発達支援管理責任者が休暇により出勤していない場合、児童指導員等加配加算の算定上、欠
如とは考えない（児童発達支援給付費又は放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数が満たされている）という理解で良いか。
（答）
○貴見のとおり。
指定基準では、児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所について、サービス提供時間帯を通じてサービス提供にあたることまでは定めていないため、労働基準法等に定める休暇を取得する場合に、代わり
の児童発達支援管理責任者を置くことまでは求めていない。

問３ 児童指導員等加配加算の対象となる加配職員（理学療法士・児童指導員等）を常勤で雇用したとき、当該常勤職員が休暇を取得する場合、休暇を取得した日は加配職員が不在のため、児童指導員等加配加算を算定
できないと解するのか。
（答）
○児童指導員等加配加算は児童指導員等を常勤換算で１人以上配置したときに算定できる。常勤職員の場合、有給休暇等を取得するときは欠如としては扱わない（常勤換算として計上できる）ので、１週間を通じて常勤換
算で１人以上の配置がされているなら、１週間の各日の請求において児童指導員等加配加算を算定することは可能である。
○なお、暦月で一ヶ月を超えるような休暇となる場合はこの取扱いは認められない点に留意すること。
（参考）「障害福祉サービスに係るＱ＆Ａ（指定基準・報酬関係）（ＶＯＬ．２）」（平成19 年12 月19 日付け事務連絡）問６
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事務連絡
令和４年２月28日

各障害児支援主管部（局）御中
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課障害児・発達障害者支援室

障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて
障害保健福祉行政の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準（※）において、原則として、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行っては
ならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。
今般、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が、会計
検査院の検査により確認されました。その理由として、定員超過利用減算の制度の理解が十分ではないことなどが挙げられており、会計検査院より、定員超過利用減
算の適用の要件等の周知徹底や、定員超過利用減算の確認様式等を示すこと等について指摘があったところです（指摘事項の詳細は別紙１のとおり）。
つきましては、定員超過利用減算の要件及び確認様式を別紙２のとおり整理し、お示ししますので、内容について御了知いただくとともに、都道府県、指定都市、中核
市及び児童相談所設置市におかれては、
○別紙２について、ホームページへの掲載や、事業所の指定・更新申請の機会又は事業所への集団指導等の機会を捉え、管内の児童発達支援事業所、医療型児童
発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所（以下「事業所」という。）に対して継続的に周知すること
○毎月の報酬の請求に当たり、定員を超過して利用者を受け入れている事業所において、定員超過利用減算の算定の要否を別添の「障害児通所支援事業所におけ
る定員超過利用減算対象確認シート」を用いて確認することについて周知することをお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。
（※）児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 24 年厚生労働省令第 15号））
（別紙１） 会計検査院検査による指摘事項（詳細）
○ 21 都道府県及び 26 市における、348 事業者の児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所（合計 474 事業所）における定員超過利用の状況等を検
査したところ、271 事業者の 369 事業所において、直近の過去３月間の障害児の延べ数が利用定員に開所日数を乗じて得た数を超えていて、定員超過利用となって
いる月が生じていた。
このうち、11 事業者の 14 事業所において、直近の過去３月間の定員超過利用の程度が一定の範囲を超えていて、定員超過利用減算を適用する必要がある月が
見受けられた。
しかし、上記 11 事業者の 14 事業所のうち、８事業者の 11 事業所において、障害児通所給付費の算定に当たり、定員超過利用減算を適用しておらず、所定の単位
数に 100 分の 70 を乗ずることなく算定していた。
○定員超過利用減算を適用していなかった理由として以下の理由が挙げられた。
①定員超過利用減算の制度の理解が十分でなかったことから、減算が必要な定員超過利用にはなっていないと誤って判断してしまったため
②定員超過利用減算の制度については理解していたものの、定員超過利用の状況の確認が十分でなかったことから、減算が必要な定員超過利用にはなっていない
と誤って判断してしまったため
③定員超過利用減算の制度自体を認識していなかったため
○厚生労働省において、障害児通所給付費の算定が適正に行われるよう、次のとおり、是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求める。
①返還手続が未済の事業所に対して、過大に算定されていた障害児通所給付費の返還手続を行わせること。
②事業者に対して、都道府県等を通じるなどして、定員超過利用減算の適用の要件等について周知徹底すること。
③事業者に対して、都道府県等を通じるなどして、確認様式等を示した上で、定員を超過して利用者を受け入れている事業者は、毎月の請求に当たって、当該確認様
式等により定員超過利用減算の要否を確認するように周知すること。



障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて

障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート 令和 4 年度分　　

★ 数字の入力方法や、⑧に表示される用語の意味については、「記載例・説明」のシートもご確認ください。

令和 4 年度

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

① 延べ利用者数（人）（注１） 200 200 400 190 190

② 過去3月間の延べ利用者数（人） 400 800 790 780 380 190 0 0 0 0 0 0

③ 利用定員（人） 10 10 10 10 10

④ 開所日数（日） 20 20 20 20 20

⑤
利用定員×開所日数
（③×④）

0 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑥ 受入可能延べ利用者数（人）（注２） 0 260 260 260 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑦
過去3月間の受入可能延べ利用者の
合計数（人）

520 780 780 780 520 260 0 0 0 0 0 0

⑧
定員超過利用減算の算定の要否
（②＞⑦＝減算必要）

error 減算必要 減算必要 減算不要 error error error error error error error error

（注２）利用定員が12人以上の場合：「⑤×（125／100）」、「11人以下の場合：（③＋3）×④」

記載例・表示内容の説明

前年度

（注１）災害等やむを得ない事由により受け入れる障害児は、①の人数から除くことができる。ただし、「障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障
害児」は、この取扱いの対象とはならない点に留意されたい（欠席しがちであっても、利用をする場合は障害児の数として計上する）。

●　定員超過利用減算は過去３ヶ月分の利用状況により算出するため、定員超過が生じた場合、当該月の前後２ヶ月についても利用者数等を入力すること。

事業所名 ○○事業所

提供サービス名 児童発達支援及び放課後等デイサービス（多機能型）

提供単位（単位分けを行っている場合のみ記入） 単位１

※　例えば、４月に定員超過が生じたときは、２月、３月、５月、６月にも入力が必要。前年度の２月に定員超過が生じたときは、１月、３月、４月に入力が必要（欄が無い前年度12月以前は記入不要）。

※　本シートを作成する「定員超過が生じた場合」は、１日でも利用定員を超過した日があるときも含み、また、災害等やむを得ない事由により定員超過となっている場合も含めるものとする。

●　本様式により定員超過利用減算の算定が不要と確認した月であっても、当該月のうち、１日に利用定員の１５０％を超えるなど一定の範囲を超えて障害児を受け入れた

日がある場合には、当該日について定員超過利用減算の算定が必要となる点に留意すること。

水色のセルに入力を

してください。

（色のないセルは自

動入力です。）

年度を入力してください。

単位分けを行っている場合、単位の名称

を入力してください。事業所で単位の名称

を定めていない場合は、どの単位のシート

かが分かるよう、適宜名称を設定してくだ

さい。（「単位１」などの名称でも構いませ

ん。）

①の前３月の数字を合計して、表示して

います。

⑥の前３月の数字を合計して、表示して

います。

減算の要否を判定する上で必要な前3月

の数字（①、③、④の欄）が全て入力さ

れない場合、「error」が表示されたままに

なります。

①、③、④の欄の数字を入力しないと、減算の要否が正しく

表示されません。

入力漏れがないようにしてください。

・ ４月だけ定員超過が生じた場合は、6月まで入力した時点で下のような表になります。

・ この例では、５月・６月で、②「過去３月間の延べ利用者数」が、⑦「過去３月間の受入可能延べ利用者の合計数」を超えるので、５月と６月の⑧の欄に、「減算必要」と表示されていま

す。そのため、５月と６月は、定員超過利用減算を算定する必要があります。

・ ７月は、②が⑦の数字を超えていないので、⑧の欄に、「減算不要」と表示されます。７月は、定員超過利用減算を算定する必要はありません。

定員超過確認シート様式保存先
https://www.city.okayama.jp/0000035572.html
（令和3年度集団指導資料【障害児編】関連リンク集
障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて ）
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ワムネットトップページ
ＵＲＬ：https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/

▲障害福祉サービス等情報検索のページ
ＵＲＬ：https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do

・ＩＤ・パスワードは運営法人ごと、指定権者ごとに設定。パスワード
は一定期間経過するとシステム側から変更を求められる。ＩＤに紐づ
くメールアドレスが必要。
⇒複数事業所を運営する法人は要注意。

・事業所情報の登録・審査に関する連絡は、ワムネットからメールが
届く（送信者：wadm）。
・事業所情報は、４月末時点の情報を５月に更新作業をすること。加
算情報等の変更がある場合は、随時更新可。
・新規指定事業所については、指定後、基礎情報を市が登録ののち、
ワムネットを通じて情報登録の案内をメール送付。

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do


減算について
○定員超過利用減算 所定単位数の70％を算定
＊以下のいずれかに該当する場合
・１日当たりの利用障害児数が、定員50人以下の場合は当該定員の150％を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の125％に75を加えた
数を、それぞれ超過している場合
・過去３か月間の平均利用障害児数が、定員の125%を超過している場合（ただし、定員11人以下の場合は当該定員に３を加えた数を超過している場合）

〇サービス提供職員欠如減算
＊指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、１割を超えて欠如した場合にはその翌月から、１割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準
欠如が解消されるに至った月までの間（児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く。）
・減算適用１月目から２月目 所定単位数の70％を算定 ・減算適用３月目以降 所定単位数の50％を算定

〇児童発達支援管理責任者欠如減算
＊指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間（児童発達支援センター及び主として重症
心身障害児を通わせる事業所を除く。）
・減算適用１月目から4月目 所定単位数の70％を算定 ・減算適用５月目以降 所定単位数の50％を算定

〇個別支援計画未作成減算
（一）児童発達支援管理責任者による指揮の下、通所支援計画等が作成されていないこと。
（二）通所支援計画等の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと。
当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間
・減算適用１月目から２月目 所定単位数の70％を算定 ・減算適用３月目以降 所定単位数の50％を算定

〇自己評価結果等未公表減算 所定単位数85％を算定
＊義務づけられている自己評価結果等の公表が未実施の場合

〇開所時間減算 開所時間減算に関する告示等
＊運営規程に定められている営業時間（放デイ：学校の休業日における営業時間）が６時間未満の場合
・開所時間４時間未満 所定単位数の70％を算定 ・開所時間４時間以上６時間未満 所定単位数の85％を算定

〇身体拘束廃止未実施減算
＊身体拘束等の適正化を図る措置
入所施設 所定単位数の10％を減算 通所施設 所定単位数の1％を減算
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減算【見直し】身体拘束廃止未実施（再掲）

94

≪身体拘束廃止未実施減算の見直し≫
①～④のいずれかに当てはまる場合は減算とする。
①身体拘束等に係る記録が行われていない場合
②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を１年に１回以上開催していない場合
③身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合

④身体拘束等の適正化のための研修を１年に１回以上実施していない場合
［見直し後］ （入所施設） 所定単位数の10%の減算 （通所支援） 基準を満たしていない場合に、所定単位数の１％の減算

減算【新設】虐待防止措置未実施（再掲）
≪虐待防止措置未実施減算【新設】≫
次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の１％を減算する。
①虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
②従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
③上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

減算【新設】業務継続計画未策定（再掲）

≪業務継続計画未策定減算【新設】≫
以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算する。
・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため
の計画（業務継続計画）を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
（減算単位） （入所施設） 所定単位数の３％を減算

（通所支援） 所定単位数の１％を減算

減算【新設】情報公表未報告（再掲）

≪情報公表未報告減算【新設】≫
障害者総合支援法第76条の３の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数を減算する。
・入所施設 所定単位数の１０％を減算
・通所支援 所定単位数の５％を減算

減算【新設】支援プログラム未公表（再掲）
≪支援プログラム未公表減算【新設】≫
支援プログラムの未作成・未公表が未実施の場合
・所定単位数の１５％を減算


